
                              大韓民国の建国と日本 

 

１、はじめに 

 

 １９４８年８月１５日、大韓民国が建国されたとき、日本は、連合国による占領下にあり、独立していな

かった。吉田首相が繰り返し、国会で述べたように、日本に外交が存在しない時代であった。当時の日本に

は、朝鮮半島に対する政策が存在しない時代であったともいえる。したがって、韓国の誕生に対して公式の

見解を述べ、明らかにす情況にはなかった。 

 とはいえ、当時、日本の中では大韓民国の建国に関するものを含めて朝鮮半島に対する多くの見解が存在

したことも間違いない。当時の日本、すなわち政府、各政党、国会議員、マスコミ、そして知識人たちが大

韓民国の誕生をどのように認識したのか、またその意義をどのように考えたのか、を検討することが私に課

せられた課題である。ただし、日韓関係に対する研究はすでに多くの成果が出ているので今回の報告から除

くことにした。しかし、韓国建国当時の日本人の大韓民国に対する認識の研究はまだ多いとはいえない。最

後に、現在から振り返ってみると、建国の意義はどのように再評価されるのか、も検討されなければならな

いであろう。 

 

２、政府の立場と国会における議論 

 

 植民地統治と戦争に対する反省は国会の議論でも取り上げられていた。１９４８年３月２９日、衆議院本

会議において、織田正信議員が外交が存在しない状態においても朝鮮半島、台湾、中国の人々に対して「過

去のわが国の先輩の犯した罪悪を深く陳謝」することを求めた。これに対して芦田均首相は「単なる言葉で

はなくして、厳然たる事実と我々の行動」で示すべきであり、そのために、これらの地域で「過去の犯した

る過ちを是正し、これを償うべきある種の行動を規定いたして」いるポツダム宣言の各条項を忠実に履行す

ることが必要であると答えた（1）。 

 また、１９４９年１１月１９日、衆議院予算委員会において、中曽根康弘議員（後総理）は、「日本が過

去において東亜各地でやった罪業というものは、ぬぐうべからざるものであり、強盗をやった、強姦をやっ

た、それくらいのものでぬぐわれるものではない。そういう大きな罪の自覚に立って外交というものは行わ

なければならない」と断言した。さらに、「われわれはやはりアジア人として、日本人として、一つのアジ

アというものを復興して進まなければならない。そういう際に、敗戦国の日本として、今まで迷惑をかけた

近隣の諸国人に対してあまり刺激的な政策をやるということは、私は、国家百年のためにとらない」（2）

と自らの見解を明らかにした。中曽根の見解は、日本の伝統的なアジア主義者的見地からした反省・謝罪の

代表であるといえるだろう。この中曽根の立場は、総理になってから韓国重視とも繋がっているかもしれな

い。 

 外交の存在しないなかで、大韓民国誕生の合法性に対する認定はおこなわれたのであろうか。大韓民国建

国直後の１９４８年９月２７日、参議院治安及び地方制度委員会で外務省調査局長は、カイロ宣言から南北

朝鮮政府樹立までの朝鮮半島の情勢を詳細に分析・報告していた。しかしそれは、事実関係の報告であって、



価値判断は微妙に避けられていた。 しかし、吉田総理は別の形で韓国について語っていた。１９５０年２

月６日、衆議院予算委員会で吉田首相は、「将来日本が独立を回復した場合においては、韓国との間にもっ

とも親しい善隣の関係が打ち立てられるように希望してやまないのみならず、従って経済的にもまた交通に

おいても、もっとも親密な関係に入るということを私は切望してやまないのであります」（3）と日本と韓

国の正常化を明確に述べた。 また、１９５０年２月２２日、衆議院外務委員会で吉田首相は、「この間大

韓国（ママ）の大統領と話をいたしましたときに、日本との間の交際は親密にしたい。日韓の関係は、歴史

的にもまた地理的にも、非常に緊密な関係を持っておる国柄であるから、将来においても親善関係はますま

す深めていきたいという大統領のお話がありました。私もこれに大賛成であります」（4）と李承晩大統領

との会談の内容を明らかにした。裏返していえば、吉田首相の発言は、大韓民国の合法性に対する認定を前

提としなければ、できないものであったといえる。他方、いうまでもないかもしれないが、当時、北朝鮮と

の国交に関しては何も言及されていない。 

 朝鮮戦争勃発に対する見解を見ると、韓国支持の立場は、もっとはっきりする。１９５０年７月１４日、

参議院本会議において吉田総理は施政方針演説で「６月２５日、突如として北鮮共産軍が三八度線を越えて

南鮮に侵入し」たこと、「赤色侵略者が如何にこの魔手を使うかということがまた如実に我が眼前において

展開せられた」と認識を明らかにした（5）。また同日の衆議院本会議では、吉田首相は、「わが国として

は、現在積極的にこれに参加する、国際連合の行動に参加するという立場ではありませんが、でき得る範囲

内においてこれに協力することは、極めて当然のことであると考うるのであります」と断言した（6）。 

  また、野党社会党の鈴木茂三郎議員（後日本社会党委員長）は吉田首相の施政方針演説に対する一般質問

において「不当な北鮮の武力的統一に対する事態」と認識を明らかにするとともに、北朝鮮を「不当な」と

非難した。 

 もちろん、冷戦状況を反映して反対の議論も登場した。日本共産党川上貫一議員は、やはり一般質問で

「朝鮮民族の解放戦争を、かってに北鮮の侵略であると断定しておる。国連に協力するのは当然のことであ

ると公言しておる。総理大臣は、一体いかなる確証によって、またいかなる根拠によってこれを北鮮の侵略

であると断定されるのであるか、答弁をお願いしたい」と正反対の認識を示した（7）。日本の国会におい

て朝鮮戦争の開戦をめぐる冷戦的認識論の対立であった。 

 

３、マスコミの反応と姿勢 

 

 当時の日本の『毎日新聞』、『朝日新聞』、『読売新聞』、『日本経済新聞』、『時事新報』（現在『産

経新聞』）に共通して大韓民国の独立を歓迎する記事を掲載していることである。 

 大韓民国独立に際して社説を掲載したのは、『毎日新聞』、『朝日新聞』、『読売新聞』の三紙である。

他方、『日本経済新聞』と『時事新報』は社説は出していないが、マッカーサー元帥が大韓民国建国を記念

するために出発したこと、そして大韓民国記念式典とマッカーサー元帥と李承晩大統領の演説の一部を一面

トップで紹介し、一面の半分程度を占める大きな扱いであった。他の三紙もほとんど同じ扱いで韓国の独立

を報道した。ちなみに当時の日本の大手五大新聞は、四面（四ペ－ジ）しかない。また『読売新聞』、『毎

日新聞』は独立式典の様子とマッカーサー元帥と李承晩大統領の並んだ様子を写真付きで、『朝日新聞』と



『時事新報』はマッカーサー元帥と李承晩大統領の写真を掲載した。さらに『読売新聞』は一面トップに写

真とともに太極旗まで載せていた。 

 『朝日新聞』「社説」は、「軍国主義日本による屈辱と搾取に苦しめられていた朝鮮民族が、今や独立を

獲得したばかりかいよいよ世界国家の一員として登場した」ことに韓国独立の意義を見出した（8）。 

  『毎日新聞』社説は、韓国政府が二千万の南朝鮮を代表する「分離政府」ではあるが、「国連総会決定に

よる全朝鮮を代表する正統政府」と紹介し、各国政府の承認が今後続いて「国際的にその地位の確立が約

束」されているところに新政府の「強力な基盤がある」と指摘した（9）。また、『朝日新聞』と『読売新

聞』の各社説は、ソ連および衛星国政府を除いて米国政府、中国政府等列国政府が韓国新政府を事実上承認

したことを伝えて新政府の正統性を認めた。 

 韓国の独立と対照的なのは、北朝鮮に関してである。各紙は、北朝鮮政府の樹立を記事で事実報道してい

るだけで、社説を掲載した新聞は一紙もない。また各紙とも一面の下部に一段から二段程度の紹介記事であ

る。『朝日新聞』だけが北朝鮮政府樹立に関して解説記事を一面に六段掲載し、北朝鮮政府のメンバーを紹

介するとともに、「情勢を複雑微妙なものとし、二つの政府、二つの軍隊の対立がいよいよ深刻になるもの

になるとみなければなるまい」と憂慮を表明した（10）。  

 『朝日新聞』を除いた各紙は共通して李承晩大統領の建国演説を紹介していた。とくに李大統領が大韓民

国建設の原則として挙げた「一、民主主義に対する確固たる信念を持つ。二、個人の根本的自由を守る。三、

思想の自由はデモクラシーに欠くべからざる要素であり、反対意見を発表する権利はあらゆる努力を払って

守らねばならない。四、韓国市民は、市民としての自由を保障されるが、政権転覆の行為と企図は許すべき

でない。五、過去において自らの意見を発表させ、改善する機会を与えられなかった農民と労働者に対して

は特別の注意を払い、民衆の生活水準は相当な程度までに高められねばならない。六、韓国は外国からの経

済的援助を必要としている。」（11）を引用紹介したことは注目に値する。この原則は現在の大韓民国でも

第六原則をのぞいてそのまま通用するからである。 

  『毎日新聞』社説は、韓国軍の創設に関して「各国の支援を得てその実力が強化されることは、国際的な

反共態勢を強めることになる」と「ここにも独立の大きな意義がある」と認めた（12）。また『朝日新聞』

社説も南北朝鮮が対立し、北朝鮮にはすでに「人民軍が組織されている今日、新政府が強力な国防軍を編成

しようとするのは、当面まことに必要な処置」であると指摘した（13）。 

  韓国が独立を達成したにもかかわらず、多くの困難に直面していることも三紙の社説は共通に指摘した。

北朝鮮政府の樹立が確実とみられるなかで朝鮮民族の統一が困難になるという認識は三紙とも一致していた。

他方で、意外と思われるかもしれないが、統一に対する要望も一致していた。とくに、『毎日新聞』社説は

「韓国の独立は全朝鮮人多年の熱望であったし、心から祝福」するが、同時にそれが朝鮮の「統一に一歩を

進めることを期待したい」と結んでいた（14）。また、『朝日新聞』社説は、「独立を獲得した朝鮮民族が

さらに進んで一日も早く統一を完成し、東亜の復興に寄与してほしいことを、心から念じるものである。南

北朝鮮の統一は、ひとり朝鮮民族のためばかりではない。日本にも、中国にも博くアジア全体の安定にも関

係する要件一つ」と強調した（15）。『読売新聞』社説も米ソ両国の対立にもかかわらず、韓国独立を契機

として南北の指導者が「統一に挺身するよう切望せざるを得ない」と結んでいた（16）。 

 



４、知識人の見解 

 

  代表的なものとして横田喜三郎、鵜飼信成、横田健一の論考を取り上げたい。他のものより、大韓民国に

ついて考察、検討をしているからである。 

 国際法学者横田喜三郎（当時東大教授）は、朝鮮戦争が勃発した後、１９５０年１１月、『朝鮮問題と日

本の将来』（草書房）と題して発表した。２３３頁の著作である。横田は、この書を書いた意図として朝鮮

戦争の教訓を考察し、それに照らして日本の安全保障を研究したものと明らかにしている。 

 横田は、朝鮮戦争に至る過程において、大韓民国は、「国際連合の規定に基き、その委員会の監視のもと

に、公正な選挙が行われ、国会が成立し」、「朝鮮全体を含めた全体の政府」という建前であったが、北朝

鮮のために「国会の三分の一の議席を留保し、やがて北鮮からその代表が選挙されて、国会に参加すること

を期待し」、また国際的にも「多くの国から国家としての地位を確立した」と大韓民国の建国を整理した

（17）。国際的承認とともに、民主主義的な手続きを経て成立した政府、いわば「合法性」、「正統性」を

保持した政府であると解釈できるであろう。 

 他方、北朝鮮政府は、ソ連軍の占領管理下で共産主義的改革が行われ、強力な人民軍もいち早く創立され、

行政機関も整備された。しかし国際的には、ソ連勢力下の共産主義諸国から承認を受け、「これらの国との

関係では、国家としての地位を認められ」たと整理した。 

 もっとも興味深いのは、朝鮮戦争は、「戦争か内乱か」「北朝鮮は侵略国か」という問題をめぐってであ

る。横田は、国際法的に見れば、事実上の二つの国家が存在し、「大規模で本格的で全面的な戦いであるの

で、戦争にほかならない」と断定した。またこの戦いが戦争であるとすると、国際法上、戦争は禁止されて

いるので、どちらが不法な戦争、即ち侵略戦争を行っているかが問題になると指摘した。 

 これを決める基準として、第一に、「敵対行為を停止し、紛争を平和的に解決することに対して同意する

か、これを拒絶するかによって、侵略であるかどうかを決定」する。これによれば、６月２５日、敵対行為

の開始された日の安全保障理事会で敵対行為を直ちに停止すること、北朝鮮軍隊を３８度線まで撤退させる

ことが決議されたが、北朝鮮は、この決議を無視して進撃を続けた。２７日、理事会で北朝鮮が敵対行為を

停止せず、撤退しなかったことを認め、北朝鮮の武力攻撃を撃退し、国債の平和と安全を回復するのに必要

な援助を韓国に与えることを勧告した決議を採択した。ここで「あきらかに、それは侵略と認めなくてはな

らない」のであった。第二基準として、それは、ソ連の採用した侵略の定義であって、「その兵力が他の国

の領域に侵入すること」であった。この点から見れば、「疑いもなく、北鮮は侵略国と認められなくてはな

らない」のであった。横田は、「北鮮の方では、南鮮に責任を負わせようと試みているけれども、公平に見

て、それは根拠がない。責任を北鮮にあり、北鮮は侵略国である」と断言した。当時、横田の論考は、進歩

的文化人が圧倒的に強い日本の知識社会ではかなり困難な発言であったといえる。 

 憲法学者鵜飼信成（当時東大教授）は東京大学『国家学会雑誌』（１９４９年９月、第６３巻）と日本公

法学会『公法研究』（１９５０年５月、通号２）で大韓民国憲法について概説した。後者は、前者を憲法起

草委員兪鎮午と韓奎永の指示を入れて改訂したものであると鵜飼は明らかにしていた。いずれにせよ、これ

らの論考が日本における韓国憲法に関する最初の研究である。 

 鵜飼は、カイロ宣言から大韓民国憲法公布までの政治状況を概観し、憲法前文の基本原則として民族独立



主義、政治的民主主義、経済的社会的民主主義、国際平和主義を掲げていることに注目した。また、鵜飼は、

憲法の構成が「日本国憲法に比して整然としており、かつ民主憲法の原則が一貫して表現されている」と評

価した。さらに、鵜飼は、「大統領と国務委員からなる国務院が大統領の権限に属する重要国策を議決す

る」ことを「きわめてユニークな制度」と評価した。その他に基本権に関して、「世界各国憲法の基本権の

規定を広く参照しているが、日本国憲法を比較すると」、多くの点で形式的にも、内容的にも「改善してい

る」とした。 

 日韓の憲法の「最も注目すべき相違は、本憲法における基本権の規定が、信仰良心の自由、学問芸術の自

由の如き精神的自由を除き、いずれも法律の範囲内における権利自由に止まっていること」と評価した。す

なわち「権利自由が法律を以てしても制限できないという保証はない」とされるのであった。 

 最後に、議院内閣制の議論を紹介して、政府と国会の間が円滑でないために、その改正が問題になってい

ることを指摘した（18）。この議論は、韓国政治でその後も続く課題であることを考えると興味深い指摘で

あった。 

  歴史学者横田健一（当時関西大学教授）は、１９５０年１１月、「朝鮮の現実と歴史研究」と題して関西

大学出版部『関西大学学報』に発表した。発表時期が朝鮮戦争勃発後、国連軍によって韓国主導の統一がな

される可能性があったときであった。 

 横田は、「民族統一期」には韓国の「統一政策」が日本に対する怨恨感情に訴えることを考えるべきであ

り、「われわれは勿論かかる感情に敵対すべきではなく、ひたすら過去の謬を改め、努めて友好的な態度を

とって隣邦民族と融和していけるように努力」すべきと率直に書いており、この問題意識のうえにこの論考

が発表されたと考えられる。 

 横田は、朝鮮研究が「新たなる事態への展開の要望に応じうるか否か」との問題意識のもとに日本の朝鮮

研究が古代史研究に偏ってきたこと、「政治、社会経済史の分析が著しく不足してきたこと」、その結果、

「広い見通しと立体性を持たないことになり易い」と批判した。横田は、唯物史観に関しても「その科学性

なるものによるものよりも、むしろそれが資本主義的植民地支配や封建的なるものよりの解放の史観なるが

故に愛好されているものであり、とくに近来のソ連的共産主義の民族主義的、愛国主義の強調」が青年に訴

えるものがあるから受け入れられているにすぎないと批判した。 

  今後の研究の課題として、横田は、朝鮮の歴史を通じて「民族の発展の性格を大観把握し、そこに形成さ

れたこの民族の独自の性格が、今後いかに変革されてゆくか、今後の世界史とくに東亜史においていかなる

役割を果たすか、それについてあらゆる方面の総合的関連において考えること」を指摘した。横田は、「今

後は、もはや植民地にして封建的なる社会経済機構を許されず民主主義革命によって変革され、民族的資本

主義の形態に編成され」、「自由主義的民主主義を真に許容されたならば、国内の著しい封建性の払拭は可

能な」ので、「新たな方向に発展すべきこの国の諸々の可能性の歴史的諸条件を吟味すること」が歴史研究

の重要課題であると指摘した（19）。横田の予想とは異なり、国連軍による統一はなされなかったが、とく

に横田の指摘した通り、６０年間の多くの苦難と困難を伴ったものの、韓国国民の自らの意志と努力で、

「自由主義的民主主義のもとで民族的資本主義形態に編成された」ことは議論の余地のないことであった。

横田の論文は、現在と今後の韓国を考えるときに重要な示唆を与えてくれる論考であると評価できるだろう。 

  



５、終わりに ー大韓民国建国の意議と今後の課題ー 

 

  この当時の日本における勧告権国及び韓国に対する認識を見るといくつかの特徴を指摘できるであろう。

第一に、この考察のなかでは紹介しなかったが、分析的視角が強い傾向がみられる（20）。分析的視角が強

いのは、現在も同じであるかもしれない。 

 第二に、一面では冷戦状況を反映したイデオロギー的見解が見られることである。とくに、本稿ではやは

り紹介しなかったが、左翼的見解はソ連の見解を忠実に反映したものであった。大韓民国の存在を否定し、

また、朝鮮戦争は北朝鮮の侵略ではなく、韓国と米国が仕掛けたものだという見解は、日本の知識層に根強

く１９８０年代後半まで残っていた。私ごとであるが、私が留学した当時、１９７０年代後半、マルクス・

レーニン主義者を中心にした進歩派は韓国に行くことや留学することは「民主主義」を否定することであり、

大韓民国の存在を認めることであると強く非難した。とくに韓国研究をすること自体がタブーの雰囲気を持

っていたのである。個人的な経験をいえば、私が韓国留学中、日本のある大手新聞ソウル駐在特派員から韓

国を研究することは無意味だし、韓国軍をまして研究してはならないという忠告を受けたことがある。韓国

でも現在進歩派は全盛期が過ぎ去ったとはいえ、現在、韓国における知識層において進歩派が強い影響力を

持っている雰囲気を思い浮かべていただければ、ご理解いただけるかもしれない。結果的に、韓国は政治的、

経済的、社会的発展の成果をあげ、日本では、進歩派の見解、大韓民国に正統性がなく、「民主主義」も

「民族資本主義」も発展できない、という見解は、見事に裏切られたといえる。第三に、意外と思われるか

もしれないが、統一を望むという主張が比較的に多いことである。これは上記で紹介した新聞だけでなく、

多くの著書にも見られることである。これは、むしろ最近の傾向とは違っているといえるだろう。第四に、

国会における議論、マスコミ大手各社の認識を通して見られるのは、大韓民国建国に対する歓迎の論調であ

る。また、外交が存在しないなかでも、間接的表現のなかで日本政府は大韓民国の合法性を認識、認定して

いた。  

 大韓民国の建国は韓国民が主体的・客体的に選択した結果であるのは今更指摘するまでもない。李承晩大

統領の大韓民国建国六原則は、第六原則をのぞいて現在でも通用する面が多々あるのは否定できない。大韓

民国誕生から六〇年過ぎてその建国を評価してみれば、以下が言えるであろう。 

 第一に、大韓民国臨時政府の正統性を継承していることである。これは、韓国では自明のことであるが、

しかし、当時の日本の議論の中で大韓民国臨時政府にふれた議論は坪江汕二の著作を除いてほとんど存在し

ない。この状況は現在も大差はなく、日本における一部の専門家だけの知識に止まっているのも間違いない。 

 第二に、自由民主主義を選択したことである。それは同時に米国との同盟と米国の主導する価値を受け入

れたことでもあった。建国当時、自由民主主義が韓国において完璧に実現されるのは多くの条件からして困

難であった。しかし、憲法や李承晩大統領の建国演説において自由と民主主義に最大の価値が置かれたこそ、

韓国国民がその実現に向かって筆舌に尽くしがたい苦難と困難な道程・経験を経ながらも、現在、その多く

を手に入れることができたのであろう。また、米国の安全保障面における支援があったからこそ、韓国内で

米国に対する強い批判があるにせよ、その価値の多くが実現できたことも間違いない。 

 第三に、世界経済に対して開かれた市場経済を選択したことである。開放的な市場経済化への路程はけっ

して平坦なものではなかったが、横田健一の指摘した「自由主義的民主主義のもとで民族的資本主義の編



成」に韓国は成功した。１９６０年代後半に始まる高度経済成長の結果、ＯＥＣＤに加盟するところまで韓

国が来たことを６０年前に予想した人はほとんどないであろう。これは、多くの批判はあるにせよ、朴正熈

大統領による最大の成果であることに韓国外ではとくに異論はないであろう。また世界でも最先端のネット

化の実現は、多くの副作用があるものの、一つのモデルであることも疑いない。 

 第四に、戦略的に半島型ではあるが、海洋国家を選択したことである。大韓民国が置かれた地政学的位置、

そして大部分の資源を海外に依存し、貿易によって発展する国家戦略をとる限り、海洋国家型になるのは必

然とも言えるものである。最近の韓国海軍の充実振りと海軍のなかでの議論を見ていると、韓国人の多くは

意識していないかもしれないが、明らかに大陸国家型ではない、海洋国家型に近いものを選択したのである。

それは米国との同盟がもたらしたものでもあった。 

  六〇年たった現在、今後の課題を考えることも必要ではないかと考えられる。その第一には、六〇年前か

らの課題であった朝鮮半島の統一と統合であることは改めて指摘するまでもない。六〇年経った結果、韓国

と北朝鮮を評価すれば、すでに内外で韓国と北朝鮮を統計的に比較した研究その他多くのものがでているの

で、ここで繰り返すまでもないであろう。「狂牛病」を理由に政権の転覆を求めるデモが行われる大韓民国

と金正日と党の指示以外のデモが許されず、そのような企図自体が命の保障もされない北朝鮮とを比べれば、

南北を比較すること自体おこがましいといえるかもしれない。北朝鮮では、１９９０年代半ば以降、「首領

制」を支えた社会構造的基盤が崩壊し、その基層社会において大きな変化が起こっていることに注目する必

要がある。必然的に北朝鮮の一般国民の意識もすでに金日成統治下とはまったく異なっているのである。そ

れが上部構造である政治体制にいずれは大きな変化をもたらすことは疑いないであろう。それゆえ、韓国に

よる統一と統合を視野に入れて考えざるを得ない時期が遅かれ早かれ到来するであろう。 

 第二は、新たな、独自の韓国文化と文明の創出と発信、そして人類に対する貢献・寄与こそが課題になる

のであろう。建国の第六原則が現在の韓国では意味をなさないことはいうまでもない。むしろ反対に韓国は

支援する立場に取って代わっており、大韓民国とその国民が人類社会にいかに多大な貢献をするかが現在お

よび今後の最大の課題ではないのだろうか。 

 潘基文国連事務総長はＧ８を前に『日本経済新聞』に寄稿し、地球規模での「緑の革命」、すなわちアフ

リカで農業生産性を倍増させること、そのために農業研究・開発に対するＧ８の支援額を３倍に引き上げる

こと、持続可能なエネルギーへの投資を増やすこと、先進国では生活習慣、消費パターンを変える必要があ

ること、発展途上国では経済を「緑化」するために気候に優しい技術を拡大させること等、を訴えた（21）。

非常に説得力のある議論である。また、潘基文国連事務総長は、韓国がその国力に応じた貢献を果たすべき

ことを最近の韓国メディアに対するインタビューでも強く訴えていた。 寡聞にして、韓国の各界で国連だ

けでなく、人類に対する貢献・寄与に関する議論を見ることはけっして多くはないようである。むしろ、韓

国の経験と技術からすれば、潘基文国連事務総長が訴える「地球規模の緑の革命」に韓国が、政府だけでな

く民間も多大な貢献・寄与できるのは議論の余地がないと思われる。今後、日本と韓国は、人類社会に対す

る貢献・寄与の競争に注力することにもっとも大きな意義を見いだす方が日韓だけでなく、世界にとっても

生産的であり、国際的、歴史的評価も受けるとはいえないだろうか。 
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（1）  「衆議院本会議」１９４８年３月２９日。 
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（9）  「韓国の独立」『毎日新聞』１９４８年８月１５日。 

（10） 「新世界録音 北鮮の共和国政府 南北対立深まる」『朝日新聞』９月１３日。 

（11）  ６項目の整理の仕方は、必ずしも李承晩大統領の演説と一致するものではない。李承晩演説では、

第３項目は、「自由の意志を正しく知り、尊崇し、限度内で行わなければならない」、第４項目は「相互に

理解し、協議することがわが政府の国鍵にならなければならない」が主であろう。これは、当時、日本の新

聞記者は建国式典を取材できず、外電を通じて李承晩大統領の演説骨子を伝えたからであろう。 

（12） 「韓国の独立」『毎日新聞』１９４８年８月１５日。 

（13） 「大韓民国の独立式典」『朝日新聞』１９４８年８月１５日。 

（14） 「韓国の独立」『毎日新聞』１９４８年８月１５日。 
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（16） 「大韓民国の独立」『読売新聞』１９４８年８月１５日。 

（17）  横田喜三郎『朝鮮問題と日本の将来』（勁草書房、１９５０年１１月２０日）１７－１８頁。 

（18） 鵜飼信成「大韓民国憲法」『国家学会雑誌』（１９４９年９月、第６３巻）463-467頁および鵜飼

信成「大韓民国憲法（一九四八年）」（日本公法学会『公法研究』１９５０年５月、通号２）77-81頁。 

（19）  横田健一「朝鮮の現実と歴史研究」『関西大学学報』（関西大学出版部、１９５０年１１月、通巻

２３５号）１－３頁。 

（20）  たとえば、鎌田澤一郎『朝鮮新話』（創元社、１９５０年）、および坪江汕二『南鮮の解放十年』

（日刊労働通信社、１９５６年）など。 
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